
 

 

 

 

国母公園では、消費税率の引き上げに伴い、令和元年１０月１日から施設使用

料金を改定させていただきます。 

 利用者の皆様には、負担増をお願いすることとなりますが、今後もより一層、

親しまれ、利用しやすい施設となるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力

をお願いします。 

 

 

１０月１日からの使用料 

 

 

 

新) 

 

 

 

 

 

９月３０日までの使用料 

 

 

 

旧) 

 

 

 

 

 

 

 

甲府地区広域行政事務組合 

施設名 １日 半日 １時間 夜間 照明料 

テニスコート 
１面につき 

2,100円 

１面につき 

1,050円 

１面につき 

320円 

１面につき 

840円 

１面につき 

420円（１時間） 

運動広場 
１面につき 

3,150円 

１面につき 

1,570円 

１面につき 

520円 

１面につき 

1,250円 

１面につき 

1,570円（１時間） 

施設の使用料改定のお知らせ 


